
令和５年度 都道府県・政令指定都市 男女共同参画主管課長等会議資料

令和６年１月１９日

総務省消防庁 消防・救急課

女性消防吏員の活躍推進について



昭和４４年
（１９６９年）

○川崎市が婦人消防官を初採用（2月）、
横浜市、越谷市が採用を開始 （4月）
▶女性が持つ特性を活かし、きめ細やかでソフトな消防行政を行うことが当初の採用目的
▶主な業務は主婦や高齢者、子ども等への防火・防災教育等

昭和４５年
（１９７０年）

○日立、北茨城、所沢、岩槻、朝霞、入間、新座、館山の各市で採用を開始

昭和４７年
（１９７２年）

○東京消防庁が採用開始

昭和６０年
（１９８５年）

○「男女雇用機会均等法」の制定
▶募集、採用、配置、昇進について、女性を男性と均等に取り扱うことを努力義務に 等

平成３年
（１９９１年）

○「地方公務員の育児休業等に関する法律」の制定

平成６年
（１９９４年）

○「女性労働基準規則」の一部改正
▶消防の業務についても、女性の深夜業の規制を解除。
これにより、24時間体制（交替制勤務）での119番受信指令業務や救急業務への従事が可能となった。

平成９年
（１９９７年）

○「男女雇用機会均等法」の一部改正
▶募集・採用、配置、昇進について、従来の努力義務から禁止規定に。また、女性のみの募集・女性優遇
も原則禁止
▶セクシュアルハラスメントについての事業主の雇用管理上の配慮義務が定められた。

女性消防職員（吏員）の採用・職域等に係る経緯
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平成１６年
（２００４年）

○消防庁から「女性消防職員の採用、職域拡大等に係る留意事項について（消防消第32号）」を発出
▶国際労働機関との雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（ＩＬＯ第111号条約）批准に向けた検
討に伴って、女性消防職員の採用、職域拡大等の促進に係る留意事項を取りまとめたもの。

・男女の区別なく平等な受験機会・職域の拡大
・警防業務を含む消防活動において基本的には女性も男性と同様に活動できること
（有毒ガス・重量物を除く）
・仮眠室やトイレ等の環境整備

【その他の関連通知】「女性消防職員の警防業務への従事に係る留意事項について(消防消第53号)」
「女性消防職員の採用に係る留意事項について(消防消第200号)」

平成１９年
（２００７年）

○消防庁において「女性消防職員の職場環境等に関する調査検討会」を開催
▶女性消防職員の職場環境等を調査し、その結果を通知するとともに、平成16年の通知に基づく更なる取
組を要請

【関連通知】「女性消防職員の職場環境等に関する調査」の結果について(消防消第24号)」

平成２７年
（２０１５年）

○消防庁において「消防本部における女性職員の更なる活躍に向けた検討会」を開催
▶国の成長戦略の重要な柱として女性の活躍推進が積極的に進められているなか、消防組織の女性吏員の

活躍推進にかかる現状が遅れていたことから、消防組織における女性吏員の活躍推進のため、必要な取組の
強化に速やかに着手するため検討を実施したもの。

○消防庁から「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進について（消防消
第149号次長通知）」 を発出
▶ 女性消防吏員の計画的な増員の確保
▶ 適材適所を原則とした職域の拡大
▶ ライフステージに応じた様々な配慮
▶ 消防長等の消防本部幹部職員の意識改革

女性消防職員（吏員）の採用・職域等に係る経緯
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（１） 女性消防吏員の計画的な増員
の確保

ア 数値目標の設定による計画的な増員
全国の消防吏員に占める女性消防吏員比率を平成３８年度

（令和８年度）当初までに５％に引き上げる。

そのためには、

各消防本部において女性消防吏員比率を10年間で倍増

○中核的な消防本部など一定規模以上の本部では
少なくとも５％まで増加

○女性消防吏員がゼロの本部は、これを早期に解消し、
可能な限り速やかに複数の女性消防吏員を確保

を目安として、消防本部が数値目標を設定すること。

※平成29年度の採用段階から少なくとも、これまでの
２倍～２．５倍程度以上の女性吏員採用を確保・継続

イ 女性の採用の拡大に向けた積極的な取組
・女性消防吏員を増加させるためには、まずは消防を自らの職業として
選択肢に含める女性を大幅に増やすことが必要。
・各消防本部は、これから社会人になる年齢層の女性に対し、消防の仕
事の魅力について、より積極的にＰＲ。
・女性をターゲットにした説明会等を複数本部が連携して実施すること。
⇒ 消防庁として積極的に支援

（２） 適材適所を原則とした女性消防
吏員の職域の拡大
各消防本部は、法令による制限を（重量物・有毒ガス）を除き、

性別を理由として従事できる業務を制限することはできないことを
十分理解し、意欲と適性に応じた人事配置を行うこと。

（３） ライフステージに応じた様々な
配慮

ア 仕事と家庭の両立支援
イ 女性消防吏員が消防職務を継続していくための支援
ウ キャリアパスイメージやロールモデルの提示
エ 「ポジティブ・アクション」としての研修機会の拡大

（４） 消防長等消防本部幹部職員の
意識改革
各消防本部の消防長は、女性の活躍推進の意義を十分に理解し、

自らの責務として各種の施策を実行すること。

（５） その他
ア 施設・装備の改善
イ 女性の活躍情報の「見える化」を推進等

○「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進について（平成27年7月
29日付け消防消第149号消防庁次長通知）」を各都道府県知事あてに発出
⇒消防本部における女性消防吏員の活躍推進のため積極的な取組を要請。

消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組（通知）の概要
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女性消防吏員割合（各年４月１日現在）
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○採用試験の受験者数と女性採用者数の状況について

⇒全国的に採用試験の受験者数が減少傾向である中、受験者数、採用者数に占め
る女性の割合は上昇傾向。
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消防吏員の採用状況等（各年４月１日現在）



消防と同様に24時間365日現場活動を行う部隊を持つ組織と比較して低水準

（地方警察官に占める女性警察官の割合）

（地方公務員）

《参考》 女性比率

・消 防 吏 員 ： ３.５ ％ （R5.4.1現在）

・警 察 官 ： 11.4 ％ （R5.4.1現在）

・自 衛 官 ： ８.７ ％ （R4年度末現在）

・海上保安庁 ： ９.０ ％ （R5.4.1現在）

・一般行政職 ： 31.0 ％ （H30年４.１現在）

（地方警察官に占める女性警察官の割合）

（地方公務員）
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警察・自衛隊・海上保安庁・一般行政職との比較



消防庁の取組（令和６年度実施予定事業）
○ 女性消防吏員活躍推進アドバイザー派遣

○ 女性専用施設整備への財政措置
○ 消防本部・消防署・出張所・消防学校（以下、消防

庁舎）への女性向け施設（浴室、仮眠室、トイレ等）整
備へ財政措置を実施
（特別交付税措置 令和７年度までの時限措置）

○ 令和６年度からは、都道府県又は消防本部が作成
する緊急消防援助隊受援計画に、緊急消防援助隊
の受入れ施設として位置付けた消防庁舎における女
性専用施設の整備費を、緊急防災・減災事業債の対
象とする。

（改修前）

消防本部庁舎小会議室を仮眠室や洗面所に改修した事例

○ アドバイザーを派遣し、女性活躍の意義、人事配置上の
配慮、効果的な広報などの具体的な方策を助言する。

○ 令和４年度は、45回（現地41回、オンライン４回）の派遣に
より、 2,184名の消防職員等へ講演を実施。

令和５年度は、55団体から応募があり、44団体を採択

○ 平成29年の制度創設以降、約200回、約１万２千名の消防
吏員等に対し講演を実施している。（令和５年３月31日現在）

◇令和６年度の派遣希望調査は、令和６年４月頃に実施予定。
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令和５年２月９日 徳島県 消防保安課

参考資料

（改修後）



消防庁の主な取組（令和６年度実施予定事業）

○ 都道府県等に対する女性活躍推進支援事業

○ WEB職業体験イベント

○ 消防吏員を目指す女性を増やすために、これ
から社会人となる年齢層の女性に対し、消防の
仕事の魅力と消防分野で女性が活躍できる可能
性を周知し、興味をもってもらうきっかけ作りを行
うもの。

○ 女性管理職員の講話、女性消防吏員による講
演（業務紹介等）、パネルディスカッション消防本
部ブースの設定等を行う。

○ 都道府県や消防本部が行う先進
的な取組を、モデル事業として委託
（委託額：原則20 万円～200万円）

○ モデル事業を含め、優良取組事
例を収集し、「消防庁女性活躍ガイ
ドブック」により、全国の消防本部
等に対して情報共有を実施。 「消防学校女性消防吏員特別講習」

新設プロジェクト（宮城県）
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◇令和６年度モデル事業の提案募集は、令和６年３月頃に実施予定
◇「令和５年度 消防庁女性活躍ガイドブック」は、令和６年３月頃に発出予定

参考資料

女性の採用拡大に向けたテレビＣＭ（青森県）

◇令和６年度も引き続き実施予定

女性消防吏員による講演 パネルディスカッション



消防庁の主な取組

○ 消防本部サーチ（全国の採用試験情報等を掲載した上記ポータルサイト内の専用ページ）

採用試験情報の掲載本部は赤色で表示 各消防本部の採用試験情報を掲載

○受験希望者の便宜に資するよう各消防本部の採用試験情報のほか、職員数、女性吏員数、災害発生件数等も掲載

トップページ 女性消防士インタビュー

まるわかり ♯消防女子 女性消防士活躍ムービー

消防庁ＨＰに専用のポータルサイトを設け、
女性消防吏員のいきいきと働く姿を紹介

○ 女性消防吏員の活躍推進のためのポータルサイト

○女性消防士インタビュー
救助・救急・予防・通信指令の各業務に従事する
女性消防士の「生の声」を紹介

○ まるわかり ♯消防女子
女性消防士のプライベートや趣味等を紹介

○女性消防士活躍ムービー
女性消防士の現場活動や消防学校での生活を動画で紹介

地図から各消防本部を選択可能
ポータルサイトのトップページ右上の
専用バナーからアクセス可能

参考資料
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消防庁の取組
○ 広報媒体の作成

○女性消防吏員の協力を得て、消防の魅力を伝えるためのポスター・パンフレット等の作成

○消防庁HPからデータをダウンロードし、誰でも活用可能

PRポスター PRパンフレット（表紙）
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